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○山形県指定有形文化財指定基準 

昭和51年９月３日山形県教育委員会告示第12号 

山形県指定有形文化財指定基準を次のように定める。 

山形県指定有形文化財指定基準 

山形県指定有形文化財指定基準（昭和31年３月県教育委員会告示第３号）の全部を改正する。 

絵画、彫刻の部 

１ 各時代の遺品のうち製作優秀で我が国の文化史上貴重なもの 

２ 我が国の絵画、彫刻史上特に意義のある資料となるもの 

３ 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの 

４ 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの 

５ 渡来品で我が国の文化にとつて意義あるもの 

工芸品の部 

１ 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの 

２ 我が国の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの 

３ 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの 

４ 渡来品で我が国の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの 

書跡、典籍の部 

１ 書跡類は宸（しん）翰（かん）、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法（ほう）帖（じよう）等で、我が国

の書道史上の代表と認められるもの又は我が国の文化史上貴重なもの 

２ 典籍類のうち写本類は、和書、漢書、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で我が国の文化史上

貴重なもの 

３ 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で我が国の文化史上貴重なもの 

４ 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの 

５ 渡来品で我が国の文化にとつて意義のあるもの 

古文書の部 

１ 古文書類は、我が国の歴史上重要と認められるもの 

２ 日記、記録類（絵画、系図類を含む。）は、その原本又はこれに準ずる写本で我が国の文化史上貴重

なもの 

３ 木簡、印章、金石文等は記録性が高く、学術上重要と認められるもの 

４ 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの 

考古資料の部 

１ 土器、石器、骨格牙器、玉その他縄文時代及びそれ以前の遺物で学術的価値の特に高いもの 

２ 銅鐸、銅剣、銅鉾その他弥生時代の遺物で学術的価値の特に高いもの 

３ 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの 

４ 宮殿・官衙・寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥・奈良時代以後の遺物で学術的価値の特に高い

もの 

５ 渡来品で我が国の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの 

歴史資料の部 

１ 政治、経済、社会、文化等我が国の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価

値の高いもの 

２ 我が国の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価

値の高いもの 

３ 我が国の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の高いもの 

４ 渡米品で我が国の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の高いもの 

建造物の部 

建築物（社寺、城郭（かく）、住宅、公共施設等）及びその他の工作物（橋梁（りよう）、石塔、鳥居

等）の各時代建造遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨（ず）子、仏壇（だん）等で建築技法になる

もののうち次の各号の一に該当するもの 

(１) 意匠的に優秀なもの 

(２) 技術的に優秀なもの 

(３) 歴史的価値の高いもの 

(４) 学術的価値の高いもの 

(５) 流派的又は地方的特色において顕著なもの 
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○山形県文化財保護条例（昭和30年８月１日山形県条例第27号） （抜粋） 

 

第１章 総則 

 

第２章 県指定有形文化財 

（指定） 

第４条 教育委員会は、県の区域内に存する有形文化財（法第27条第１項の規定により重要文化財に指定

されたものを除く。以下同じ。）のうち県にとつて重要なものを山形県指定有形文化財（以下「県指定

有形文化財」という。）に指定することができる。 

２ 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有

者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基く占有者が判明

しない場合はこの限りでない。 

３ 第１項の規定による指定は、その旨を県公報で告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原

に基づく占有者に通知してする。 

４ 第１項の規定による指定は、前項の規定による県公報の告示があつた日からその効力を生ずる。 

５ 第１項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該県指定有形文化財の所有者に指定書を交

付しなければならない。 
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議第 ３ 号 

 

   山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館の指定管理者の指定について 

 

山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館の指定管理者の指定について、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項の規定により、次のとおり指定する。 

 

１ 公の施設の名称  山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 

２ 指定する団体  東置賜郡高畠町大字高畠 436 番地 

           高畠町 

３ 指 定 の 期 間  平成 30 年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで 

 

   提 案 理 由 

山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館の指定管理者を指定するため提案するも

のである。 

 

平成 29 年 12 月 25 日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 廣 瀬  渉 
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